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（別添） 

○ 令和５年 11月 27日障精発 1127第５号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知「精神科病院に入院する時の告知等に係る

書面及び入退院の届出等について」の一部改正について【新旧対照表】 

（改正箇所は下線部） 

改正後 改正前 

障精発1127第５号 

     令和５年11月27日 

一部改正障精発0326第１号 

     令和８年３月26日 

 

 

   都道府県 

各        精神保健福祉主管部（局）長   殿 

   指定都市 

                         

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 

                                           （ 公 印 省 略 ） 

                        

 

精神科病院に入院する時の告知等に係る書面及び入退院の届出等につい

て 

 

（略） 

６．その他の事項について 

 （１）～（３） （略） 

 （４） 電算処理による届出等の取扱いについて 

精神科病院の管理者が都道府県知事に提出する患者の入退院に際

しての届出等については、定められた様式による場合であれば、当

該精神科病院において電算処理により作成した届出等を用いて差し

支えないこと。 

 （５） （略） 

  

 

 

 

障精発1127第５号 

     令和５年11月27日 

 

 

 

 

   都道府県 

各        精神保健福祉主管部（局）長   殿 

   指定都市 

                         

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 

                                           （ 公 印 省 略 ） 

                        

 

精神科病院に入院する時の告知等に係る書面及び入退院の届出等につい

て 

 

（略） 

６．その他の事項について 

（１）～（３） （略） 

 （４） 電算処理による届出等の取扱いについて 

精神科病院の管理者が都道府県知事に提出する患者の入退院に際

しての届出等については、定められた様式による場合であれば、指

定医等の署名部分を除き、当該精神科病院において電算処理により

作成した届出等を用いて差し支えないこと。 

 （５） （略） 
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（様式５） 
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（様式10） 
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（様式11） 
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（様式15） 
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（様式23） 
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（別添） 

○ 令和５年 11月 27日障精発 1127第５号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知「精神科病院に入院する時の告知等に係る

書面及び入退院の届出等について」の一部改正について【新旧対照表】 

（改正箇所は下線部） 

改正後 改正前 

障精発1127第５号 

     令和５年11月27日 

一部改正障精発0326第１号 

     令和８年３月26日 

一部改正障精発0407第１号 

     令和８年４月７日 

 

 

   都道府県 

各        精神保健福祉主管部（局）長   殿 

   指定都市 

                         

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 

                                           （ 公 印 省 略 ） 

                        

 

精神科病院に入院する時の告知等に係る書面及び入退院の届出等につい

て 

 

（略） 

 

１～６ （略） 

  

 

 

 

 

 

 

  

障精発1127第５号 

     令和５年11月27日 

一部改正障精発0326第１号 

     令和８年３月26日 

 

 

 

 

   都道府県 

各        精神保健福祉主管部（局）長   殿 

   指定都市 

                         

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 

                                           （ 公 印 省 略 ） 

                        

 

精神科病院に入院する時の告知等に係る書面及び入退院の届出等につい

て 

 

（略） 

 

１～６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

（様式24） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式24） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


